
金ケ作中学校の約束 
                                                                            生徒指導部  

R５.2.29 現在 
 

 
金ケ作中学校は令和２年度より校訓を「あいさつ・思いやり・たくましさ」として、生徒たちはその校訓を意識して
学校生活を送っています。 
今年度から誰もが過ごしやすく学校生活を送っていくために必要な約束事を、生徒・職員を中心に、保護者・地
域の方のお話を聞きながら、内容を変更しています。集団でのマナーやルールを一人一人が意識して守っていく
ことができるようになった時、この約束を記載する必要はなくなります。そんな日が近いうちに来ることを願いな
がら、今後もみなさんの意見を伺い、検討を重ねていきます。 
「生徒による、生徒のための金中・・・」を目指して、大人も子どもも一人一人が個を尊重し、大切に考えていける
よりよい金中を創りたいと思います。 

 
 
生活・行動編 
 
１．登校 
    ・登校は８：１５まで（入室完了・朝読書）、始業の８：２０（着席完了）には準備をすませ、着席する。 

８：２０に準備の間に合わない生徒は遅刻とする。 
    ・自転車で登校するのは原則禁止。再登校する時も徒歩で登校する。 
    ・登校したら無断で校外に出ない。 
    ・上履きを忘れたときは、担任に申し出て、指示に従う。スリッパ等を勝手に使用しない。 
 
２．欠席・遅刻・早退について 
   ・欠席、遅刻の連絡は、Formsで行う。 
   ＊Forms・・・配布されたプリントのQRコードを読み取ることで利用できる欠席や遅刻を連絡できる 

アプリのことです。 
・早退の届けは、保護者が担任に、電話・生徒手帳等を利用して行う。 

     
３．教室 
・他の教室には許可なく立ち入らない。 
・机やロッカーの中を整頓するように心がける。 

 
4．その他施設の利用 
・ベランダには出ない。 
・からだの具合が悪い場合は保健室へ行き、養護教諭の指示を受ける。 
緊急時以外は事前に担任に連絡をしてから、利用する。 
・全校集会等は学級委員を先頭に入退場する。会が始まるまで静かに待つ。 
・水筒（水、茶、スポーツドリンク）は必要であれば、持参してもよい。 
・ペットボトルはカバーをしたものを使用し、持ってきた本人が持ち帰る。 

        
5．定期試験 
・試験中の物の貸し借りがないように道具を準備する。 
・机の中は空にする。 
・試験日を含めて７日間を諸活動停止期間とする。 

 
身だしなみ・持ち物編   
 

       約 束 ご と           留 意 事 項 

頭 

 
髪 
 
等 

 
・清潔な髪形を心がける。 
 
・極端に目にかからないようにする。肩にかかるように 
なったら、なるべくゴムで束ねるようにする。 

 
・学習に集中できる髪形を心がける。 

・染色、脱色等は家庭に連絡して対応する。 
・化粧品等は使用しない。 
・日焼け止め→スプレー式は使用しないようにす 
る。色が付きにくいものが望ましい。 
・保湿用のリップ・クリーム→色がつかないのが望
ましい。 
・汗拭きシートを使用する場合は無香料が望まし
い。スプレーのものは使用しないようにする。 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

服 

 
 
 
 
 
 
 
 
装 

１．標準服 
・旧標準服・新標準服のどちらかを選択する。 
 
・旧標準服→えりに校章（右）、組章（左）をつけても 
よい。 
 
・旧標準服（３本すじ）に紺スカーフ 
 
・新標準服→左胸にフェルト地に上に校章、下に組章を 
つけてもよい。 

 
   夏季期間 
・白のＹシャツ・ブラウス・黒の長ズボン・スカート 
黒ベルト(学生ベルト)を使用する。 

   
・左胸フェルト地に校章・組章をつけてもよい。 
 
２．校内服 
・学校指定のジャージを着用する。 
 ＊６月から９月の期間は熱中症防止の観点から上は 
体操服、下は指定のジャージ・ハーフパンツで生活 
することを推奨する。 

 
３．体育時の服装 
・学校指定の体操服、指定のハーフパンツを着用する。 
・時期・気温によっては服装の変更がある。 
 
４．冬季の防寒着 
・スクールセーターを上着の下に着る。 
（外側に はみ出ないような着かたをする。） 
 
・コートを着用してよい。 
※色は華美でないもの。 
 
・マフラー、ネックウオーマー、手袋は使用してよい。 
 
・コートやマフラー、手袋などは昇降口で着脱を行う。 
 
・下のジャージを着用して、それでも寒さを感じる場合に 
は膝掛けを使用してもよい。 

 
５．靴下 
 
６．通学靴 
   ※革靴・ローファーも可とする 
 
７．上履き 指定の体育館シューズ。 
 

 
＊衣替えについては混用期間を設ける。 
体調に合わせた選択をする。 

・指定された旧標準服、新標準服を着用する。 
・けが等の際はジャージ登校もあるが、届出に 
より、異装を認める。 
・スカート丈はひざが隠れるようにする。 
・式典では制服の下にジャージを着用しない。 
 
・ワイシャツのすそを外に出さない。 
・長袖のワイシャツを着用の際は、袖のボタンを 
留める。めくらない。 
※気候によって帽子の着用をする。 
 
・自分の身体にあった大きさのものを着用し、 
  引きずらない。 
 
・部の指定シャツは部活動以外の場面では使用 
しない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・校内ではジャージの下に防寒着を着用する。 
・コートの下には旧標準服、新標準服を着用する。 
・マフラーは自動車等に引っかけられたりしない 
よう、安全に使用する。 

 
・防寒用に黒のタイツは使用してよい。 
 その際、靴下は着用しなくてもよい。 
 
 
 
 
 
 
・運動靴は運動に適したものにする。 
・靴や靴下は華美でないものを用意する。 
・上履きは各学年の色ライン入りのもの。 
・ベロ裏に、わかるように記名する。 
・かかとをつぶさない。 
 
※上履きの貸し出しについては、数に限りがある
ので、長期休業明けは忘れ物に注意する。 
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 １．カバン 
・色は、華美なものはさけ、ロッカーに入るものを使用 
する。 
２．その他 
    学校生活に不必要なものは持参しない。 
（現金、マンガ・雑誌類、菓子、ゲーム類、 
スマートフォン、化粧品、アクセサリー等） 
＊誤って持ってきてしまった場合は速やかに教員に伝え 
 る。 
 

・アクセサリーは小型のものを２つまで。 

・紙袋、巾着等は、通常のバッグとしては使用しな 
い。 

 
・高価なもの、現金は持参しない。 
・集金等でどうしても持参しなくてはならないとき
は、必ず担任や顧問に預ける。 

 

 

 
＊この金ケ作中学校の約束は、職員・生徒会役員・保護者代表・地域の方と意見交換を行う中で、令和５年度用に 
作成したものです。令和６年度以降も生徒総会等の生徒との話し合いの中で、年度ごとに見直していく予定です。 


